
合併調整項目調整状況

事務事業番号 4512 専門部会名 教育 分科会名 学校教育 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

   老朽化した施設や狭隘な施設等の移設、改修を年次計画により進める。

   保育料は、児童クラブ、学童保育所ごとに統一する。

（３）施設整備

（２）運営内容
   休業日と開館時間は、全施設統一する。

   クラブとして統一のうえ、学童保育所と併せて放課後児童クラブとし、
   指定管理者に運営を委託する。

（１）運営方法
   上田地域こども館、丸子地域児童クラブ、真田地域ふれあいの館を児童

　施設、設備については、合併

後、新市の次世代育成支援行動

計画に基づき、地域の実情に応

じて整備をしていく。

　保育料は徴収することとし、

金額については、合併時は現行

のとおりとし、合併後調整を図

る。

検討し、開設時間、開館日等の

運営内容については、地域の実

情を考慮のうえ、上田市の例を

基本に統一する。

　は半額)
　は月額３，０００円) 　半額、母子・父子家庭の場合

　父子家庭で町民税非課税世帯 （兄弟姉妹利用の場合年長児が 　額。母子・父子家庭は半額）

（生活保護世帯は免除、母子・ 　４００円 （兄弟利用の場合、年長児が半
　は姉の保育料の２５％軽減) ・１日４時間以上：４７０円 ・土曜日・学校休業日１日： ・６年生　　：　６，０００円

（兄弟姉妹利用の場合、兄また ・１日４時間未満：２００円 ・平日１日：２００円 ・４・５年生：　８，０００円

・高学年：　６，０００円 (2)日額（１０日間まで） (2)日額（１０日間未満） ・２・３年生：１０，０００円

・低学年：１０，０００円 ・５，０００円 ・３，０００円 ・１年生　　：１２，０００円

(1)月額 (1)月額 (1)月額（１０日間以上） (1)月額
【保育料】 【保育料】 【保育料】 【保育料】

　員会） 　パン）
（委託先：各学童保育所運営委 （委託先：学童クラブピーター

・施設は公設、運営は民間委託 ・町直営 ・町直営 ・施設は公設、運営は民間委託
【運営方法】 【運営方法】 【運営方法】 【運営方法】

　所)でふれあいの館として実 　専用室を利用し１箇所で実施

　を実施 　を実施 　施

・市内１６小学校区のうち５小
【施設】

　学校区（５箇所）で学童保育 　校区（３箇所）で児童クラブ

・町内４小学校区のうち３小学
【施設】

合併後、運営を委託する方向で

　合併時は現行のとおりとし、

・町内４小学校区すべて(４箇 ・武石村老人センター施設内の
【施設】【施設】

合併後調整方針(協議会決定)

学校教育課

放課後児童クラブ

合併前の事務事業の状況
旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村


